工事請負契約書
工事請負契約書
［発注者の会社名・氏名］（以下「甲」という）と、［受注者の会社名］（以下「乙」という）は、以下の通り工事請負契約を締結する。
第1条（工事内容）
本工事は以下の内容とする。
1. 工事名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 施工場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 工事内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（材料費・施工費・現場管理費を含む）
第2条（請負金額）
本工事の請負金額は以下の通りとする。
金　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　円（税別）
（消費税額：金　＿＿＿＿＿＿＿　円　／　税込合計額：金　＿＿＿＿＿＿＿　円）
※材料費・施工費・管理費を含む一式金額とする。
第3条（工期）
着工日：令和　＿＿　年　＿＿　月　＿＿　日
完成予定日：令和　＿＿　年　＿＿　月　＿＿　日
第4条（支払条件）
本工事の請負代金の支払条件は、以下の通りとする。
［ 毎月　＿＿　日 ］締め　／　［ 翌月　＿＿　日 ］払い
支払方法：甲は乙の指定する銀行口座へ振込にて支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
※出来高払い等の特記事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第5条（追加・変更工事）
仕様変更・追加工事が発生した場合、甲乙別途協議の上、書面または電磁的記録（メール、チャットツール等）にて合意し実施するものとする。事前の合意なき追加工事については、乙は施工の責任を負わず、甲は費用負担を免れないものとする。
第6条（工事範囲）
本契約に含まれる工事は、第1条記載の内容に限る。甲の都合による図面変更や現場条件の変更に伴う追加工事・仕様変更については、乙は別途費用を請求できるものとする。
第7条（遅延）
天災地変、資材の不足・納品遅れ、他業者の工程遅延など、乙の責に帰さない事由による工期の遅延については、乙はその責任を負わない。また、これに伴い工期の延長が必要な場合は甲乙協議の上決定する。
第8条（契約不適合責任）
引渡し後、本工事の目的に契約内容との不適合（明らかな施工不良等）があった場合、乙は無償で修補を行う。ただし、以下の各号に該当する場合は責任の対象外とする。
1. 甲または第三者による破損
2. 自然損耗または経年劣化
3. 甲の指示通りに施工した結果生じた不具合
保証期間：引渡し後　＿＿　ヶ月間とする。
第9条（損害賠償責任）
乙の故意または重大な過失によって甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。ただし、間接損害、特別損害、および逸失利益（営業損失等）については責任を負わない。
第10条（安全管理）
施工中における乙の作業範囲内の安全管理は、乙の責任において行う。ただし、他業者の作業に関する安全や、現場全体の統括的な安全管理については、乙は責任を負わない。

第11条（契約解除）
甲または乙は、相手方に以下の事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
1. 支払いの遅延があったとき
2. 信用不安（倒産、差押、手形不渡り等）が生じたとき
3. 本契約に対する著しい違反があったとき
4. 反社会的勢力に該当する、または関係を有していることが判明したとき
第12条（管轄裁判所）
本契約に関する一切の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条（協議事項）
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上決定する。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和　＿＿　年　＿＿　月　＿＿　日
（甲）発注者
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　印
（乙）受注者
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　印
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